
　　　　物件番号 ③ 用
入札書
入札書提出用封筒（見本）
入札参加申込書
町有財産売払い申請書
隣接地所有者及び利害関係者同意書
誓約書
土地売買契約書（見本）
（※本入札書は、入札書提出用封筒に封入の上、提出してください。）

物件番号（ ③ ）

入　札　書

令和　　　年　　　月　　　日

入善町長　　笹島　春人　　あて

住　所　　　　　　　　　　　　　　　　　　

氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　　 eq \o\ac(○,印)
下記のとおり入札いたします。

記

	所　在　地
	面　積
	金　　額

	入善町入膳字外八幡466番20
外1筆
	264.54㎡
	円


上記の金額にて、上記の町有財産を買い受けます。

（注）・売買契約及び登記は、入札書に記載された名義で行います。

　　　・入札者が２名以上の場合は、入札書に連名で記載してください。

　　　・入札書は、入札書提出用封筒に封入の上、提出してください。

・入札書提出用封筒の表には、入札物件番号、開札日、入札者の住所氏名を明記してください。（封筒の大きさは、長型３号以下としてください。）
入札書提出用封筒　（見本）

	






　　　　　　　

・封筒の大きさは、長型３号（120×235mm）以下としてください。
・入札書は、入札書提出用封筒に封入の上、厳封し、貼合せ箇所に封印して提出してください。

・入札書提出用封筒の表には、入札書在中と明示し、入札物件番号、開札日、入札者の住所氏名を明記してください。

様式１号（入札）
　　　　入札参加申込書

令和　　　年　　　月　　　日

入善町長　笹島　春人　　あて
　　　　　

　令和７年度　公募入札による町有財産の売払い（期間入札）に参加したいので、次のとおり申し込みます。

１　申込者　　
	住　　所
	〒　　　　－



	ふりがな
氏　　名
	印　
	電話番号
	

	生年月日
	年　　　月　　　日生　
	性　　別
	男　･　女


２　申込み物件

	物件番号
	所在地（地番）
	面積(㎡)

	③
	入善町入膳字外八幡466番20
外1筆
	264.54㎡


※　入札に立会いされる方は、申込みの受付時に交付した本書の写しを必ず持参してください。

注１　添付書類として、この入札参加申込書に記載した申込者の住民票、納税証明書（在住する市町村発行のもの。）、入札保証金の納付を証する書面、利用計画書（様式任意）及び事業利用の場合は法人等の登記簿謄本・定款の写し（個人事業主の場合は、開業届出書の写し）が必要となります。

　２　※印の受付番号欄は記入しないでください。
３　申込受付期間　令和７年１１月１９日（水）から令和８年１月９日（金）まで

　４　開札の日時及び場所

　（１）日　　時　令和８年１月１３日（火）午前１０時
　（２）場　　所　入善町役場　２階　第３会議室
様式２号

町有財産売払い申込書
令和　　　年　　月　　日

入善町長　笹島　春人　　あて
　　　　　

　次のとおり町有財産の売払いについて、申し込みます。

１　申込者
	住　　所
	〒　　　　－



	ふりがな
氏　　名
	印　
	電話番号
	

	生年月日
	年　　　月　　　日生　
	性　　別
	男　･　女


２　申込み物件

	物件番号
	所　　在　　地
	面積(㎡)
	価格

	③
	入善町入膳字外八幡466番20
外1筆
	264.54㎡
	円


注１　落札者となられた方は令和８年１月３０日（金）までに本書を提出してください。

　２　売買契約は、２月１３日（金）までに締結していただきます。

　３　売買代金は、売買契約締結後、ただちに町が発行する納入通知書により全額一括してお支払いください。

　４　売買契約書に貼付する収入印紙及び、登記に必要な登録免許税は買受者の負担となります。売買契約時にご持参ください。

　５　関係書類として、様式第３号及び様式第４号を添付してください。
様式３号
隣接地所有者及び利害関係者等同意書

入善町長　笹島　春人　　あて
令和　　年　　月　　日

令和８年１月１３日に開札した下記町有財産の売払いについて、落札者が当該応募要領に基づき提出した利用計画書に記載の利用に異議はなく同意します。
記
	物件番号
	所　在　地
	面　積

	③
	入善町入膳字外八幡466番20
外1筆
	264.54㎡


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
以上

１．隣接地所有者

住所　　　　　　　　　　　　　　　 氏名　　　　　　　　　　　　　　 印

	　　　　　　　　　
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


　

２．利害関係者等（該当区長等）
住所　　　　　　　　　　　　　　　 氏名　　　　　　　　　　　　　　 印

	　　　　　　　　　
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


様式４号
誓　　約　　書

１．令和８年１月１３日に開札した下記町有財産の売払いについて、隣接地所有者や利害関係者等と紛争が生じたときは、申請者が責任を持って解決いたします。

２．上記紛争が原因で万一取消し等を受けても、いっさい異議を申しません。

記
	物件番号
	所　在　地
	面　積

	③
	入善町入膳字外八幡466番20
外1筆
	264.54㎡


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
以上
令和　　年　　月　　日

申請者　住　所

氏　名　　　　　　　　　　　　　　　㊞

入善町長　　笹　島　春　人　殿

土地売買契約書（見本）
　売主（入善町）を甲、買主（　　　　）を乙とし、甲乙間において、次の条項により土地売買契約を締結する｡

（売買物件）
第１条　売買物件は、次のとおりとする。

	土　地　の　所　在
	地　目
	面積（㎡）

	下新川郡入善町入膳字外八幡466番20
	宅地
	231.54

	下新川郡入善町入膳字外八幡484
	宅地
	33.00


（売買代金）

第２条　売買代金は、金　　　　円とする｡

　（代金の支払い）

第３条　乙は、売買代金を本契約の締結後、直ちに甲の発行する納入通知書（請求書）により、甲に支払わなければならない。

　（所有権の移転）

第４条　売買物件の所有権は、乙が売買代金を納入したときに、甲から乙に移転する｡

　（所有権の登記）

第５条　乙は、前条の規定により売買物件の所有権が移転したのち、直ちに甲に対し所有権の移転登記を請求するものとする｡

２　甲は、前項の規定による乙からの請求に基づき、遅滞なく所有権の移転登記を嘱託する｡

３　前項の所有権移転登記に要する費用は、乙の負担とする｡

　（売買物件の引渡し）

第６条　甲は、第４条の規定により売買物件の所有権が乙に移転した時に、乙に対し現況有姿のまま引き渡しがあったものとする｡

　（用途の制限）

第７条　乙は、売買物件を本契約締結の日から１０年間、当該売買物件に係る応募要領に基づき提出した利用計画書に記載の利用の用途（以下「利用用途」という｡）に供するものとし、その他の用途に供してはならない｡

２　乙は、売買物件の用途を暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２項に規定する暴力団その他の反社会的団体及びそれらの構成員がその活動のために利用する等公序良俗に反する用に供する建物敷地、及び風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２号）第２条第１項に規定する風俗営業及び同条第５項に規定する性風俗関連特殊営業その他これらに類する業務の用（以下「禁止用途」という｡）に供してはならない｡

　（利用用途の変更）

第８条　乙は、前条第１項について、やむを得ない場合、甲の承認を得て利用用途を変更することができる。

２　前項の場合乙は、変更の理由及び変更後の計画等を明らかにした書類を甲に提出しなければならない。

　（所有権移転等の禁止）

第９条　乙は、売買物件を本契約締結の日から１０年間は、あらかじめ甲の承認を得ないで、所有権の移転又は地上権、質権、使用貸借による権利、賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利の設定（以下「所有権の移転等」という。）をしてはならない。

　（所有権の移転等の禁止の解除）

第１０条　乙は、売買物件について、やむを得ない事由により前条に定める所有権の移転等の禁止事項を解除する必要が生じた場合には、詳細な事由を付した書面により甲に申請しなければならない。

２　甲が前項の申請に対し承認する場合には、書面によって行う。
（契約不適合責任）

第１１条　乙は、本契約締結後、売買物件に面積の不足その他の契約不適合（契約の内容に適合しない状態をいう。）があることを発見しても、甲に対して、追完請求、代金減額請求及び損害賠償請求並びに契約の解除をすることができない。ただし、乙が消費者契約法（平成12年法律第61号）第２条第１項に定める消費者に該当する場合は、売買物件の引渡時から２年間、甲は協議に応じるものとする。

　（危険負担）

第１２条　乙は、本契約締結後、引渡しまでの間に当該売買物件が甲の責に帰すことのできない事由により滅失又はき損した場合には、甲に対して売買代金の減免を請求することができない。

　（実地調査等）

第１３条　甲は、第７条に定める利用用途等、第９条に定める所有権の移転等の履行状況を確認するため、随時に実地調査を行うことができる。

２　乙は、正当な理由なく前項に定める実地調査を拒み、妨げ又は忌避してはならない。

　（違約金）

第１４条　乙は、本契約締結の日から１０年を経過する日までに甲の承認を得ないで次の各号のいずれかに該当する行為を行った場合には、甲に対して違約金を支払わなければならない。

　（１）第７条第１項に定める義務に違反して利用用途以外の用途に供したとき。

　（２）第７条第２項に定める義務に違反して禁止用途に供したとき。

　（３）第９条に定める義務に違反して所有権の移転等を行ったとき。

２　前項の違約金の額は売買代金の１００分の３０に相当する額とする。

　（契約の解除）

第１５条　甲は、乙が本契約に定める義務を履行しないときは、催告をしないでこの契約を解除することができる。

２　前項の規定により甲が契約を解除したときは、乙は甲が受けた損害を賠償する。

　（返還金等）

第１６条　甲は、前項に定める解除権を行使したときは、乙が支払った売買代金を返還する。ただし、当該返還金には利息を付さない。

２　甲は、解除権を行使したときは、乙の負担した契約の費用は返還しない。

３　甲は、解除権を行使したときは、乙が支払った違約金及び売買物件に支出した必要費、有益費その他一切の費用は償還しない。

　（乙の原状回復義務）

第１７条　乙は、甲が解除権を行使したときは、甲の指定する期日までに売買物件を原状に回復して返還しなければならない。

２　乙は、前項に定めるところにより売買物件を甲に返還するときは、甲の指定する期日までに、当該物件の所有移転登記の承諾書を甲に提出しなければならない。

　（損害賠償）

第１８条　乙は、本契約に定める義務を履行しないことにより、甲に損害を与えたときは、その損害に相当する金額を損害賠償として甲に支払わなければならない。

（返還金の相殺）

第１９条　甲は、第１６条の規定により売買代金を返還する場合において、乙が第１４条に定める違約金又は前条に定める損害賠償金を甲に支払うべき義務があるときは、返還する売買代金の全部又は一部と相殺する。

　（契約の費用）

第２０条　本契約の締結、履行等に関して必要な経費は、乙の負担とする。

（公租公課）

第２１条　売買物件に対して賦課される公租公課で、乙を義務者として課されるものについては、乙の負担とする。

　（近隣住民等への配慮）

第２２条　乙は、第６条の規定により売買物件の引渡しを受けた以後においては、十分な注意を持って売買物件を管理し、近隣住民その他第三者との間で紛争が生じないよう留意することとし、紛争が生じた場合は、乙が解決するものとする。

　（信義誠実の義務）

第２３条　甲乙両者は、信義を重んじ、誠実に本契約を履行しなければならない。

　（疑義の決定）

第２４条　本契約に関し疑義のあるとき又は定めのない事項については、甲乙協議の上決定する。

（管轄裁判所）

第２５条　この契約から生ずる一切の法律関係に基づく訴訟については、甲の所在地を管轄区域とする地方裁判所又は簡易裁判所とする。

　本契約の締結を証するため、本契約書を２通作成し、甲乙記名押印のうえ、各自１通を保有する。

　　令和　　　年　　　月　　　日

　　　　　　　　　　　甲　　富山県下新川郡入善町入膳４２３番地

　　　　　　　　　　　　　　　入善町長　　笹　島　春　人

　　　　　　　　　　　乙
公募入札様式








物件番号　○





開札日　令和○○年○月○○日





入札者住所　入善町○○○○番地


入札者氏名　○○　○○





　入札書在中





　　　　　＊


受付番号　　　　－





印紙








